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令和５年塩尻市議会１２月定例会提出案件について 

 

Ⅰ 提出案件数 

 

提出案件 １９件   

条例案件 ３件   

事件案件 ８件   

決算案件 １件  

予算案件 ５件   

報告案件 ２件   

      

 

 

Ⅱ 提出案件の概要 

 

【条例案件】 

 

１ 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 (1) 提案理由 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員、常勤の特別

職の職員及び議会の議員の給与改定を行うことに伴い、必要な改正をするものです。 

 (2) 概要 

ア 一般職の職員の各給料表の給料月額について、初任給を始め若年層に重点を置

いて引き上げるもの 

イ 在宅勤務等を中心とした働き方をする一般職の職員について、在宅勤務等手当

を新設するもの 

ウ 期末手当及び勤勉手当の年間の支給割合を次のように改めるもの 

(ｱ)  一般職の職員のうち特定幹部職員以外の職員 

期末手当の支給割合を「１００分の２４０」から「１００分の２４５」に、

勤勉手当の支給割合を「１００分の２００」から「１００分の２０５」に引き

上げるもの 

(ｲ) 一般職の職員のうち特定幹部職員 

期末手当の支給割合を「１００分の２００」から「１００分の２０５」に、

勤勉手当の支給割合を「１００分の２４０」から「１００分の２４５」に引き

上げるもの 
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(ｳ)  定年前再任用短時間勤務職員のうち特定幹部職員以外の職員 

期末手当の支給割合を「１００分の１３５」から「１００分の１３７．５」

に、勤勉手当の支給割合を「１００分の９５」から「１００分の９７．５」に

引き上げるもの 

(ｴ) 定年前再任用短時間勤務職員のうち特定幹部職員 

期末手当及び勤勉手当の支給割合を「１００分の１１５」から「１００分の

１１７．５」に引き上げるもの 

(ｵ) 常勤の特別職の職員及び議会の議員 

期末手当の支給割合を「１００分の３３０」から「１００分の３４０」に引

き上げるもの 

（総務人事課） 

 

２ 塩尻市組織条例等の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

第六次塩尻市総合計画の基本戦略を効果的に推進するとともに、将来を見据えた

自治体経営を行うため、組織機構を再編することに伴い、必要な改正をするもので

す。 

(2) 概要 

ア 市長の権限に属する事務を分掌するために置く内部組織を、４部４事業部から

９部とするもの 

イ 市民生活事業部を市民地域部に、健康福祉事業部を健康福祉部に、産業振興事

業部を商工観光部に、建設事業部を建設部に、生涯学習部を交流文化部にそれぞ

れ改称するとともに、新たに農林部を設け、各部及び各事業部の分掌事務を再編

するもの 

（企画課） 

 

３ 塩尻市塩嶺体験学習の家条例の一部を改正する条例 

 (1) 提案理由 

施設の利用促進及び運営の効率化並びに利用者へのサービスの向上を図るため、

民間事業者等の能力を活用する指定管理者制度を塩尻市塩嶺体験学習の家の管理

等に導入することに伴い、必要な改正をするものです。 

 (2) 概要 

塩尻市塩嶺体験学習の家を市長が指定する指定管理者に管理させることに伴い、

指定管理者が行う業務、利用料等を規定するものです。 

（社会教育スポーツ課） 
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【事件案件】 

 

１ 塩尻市総合計画長期戦略を定めることについて 

令和６年度を始期とする第六次塩尻市総合計画の長期戦略について、「塩尻市議

会基本条例」第１４条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（企画課） 

 

２ 塩尻市地場産業振興センターの指定管理者の指定について 

塩尻市地場産業振興センターの指定管理者を指定することについて、「地方自治

法」第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（産業政策課） 

 

３ 塩尻市ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

塩尻市ふれあいセンターの指定管理者を指定することについて、「地方自治法」

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（福祉課） 

 

４ 塩尻市吉田西防災コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

塩尻市吉田西防災コミュニティセンターの指定管理者を指定することについて、

「地方自治法」第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（社会教育スポーツ課） 

 

５ 松本広域連合の処理する事務の変更及び松本広域連合規約の変更について 

松本広域連合広域連合長から協議を求められた同広域連合の処理する事務及び

規約の変更について、「地方自治法」第２９１条の１１の規定により、議会の議決

を求めるものです。 

（企画課） 

 

６ 訴えの提起について 

(1) 提案理由 

市営住宅の明渡し等の訴えを提起することについて、「地方自治法」第９６条第

１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

(2)  概要 

ア 滞納家賃の額  ４５７，３００ 円 

イ 訴 え の 趣 旨 

相手方は、市営住宅に居住していないことが明らかであり、かつ、市営住宅の

家賃を長期にわたり滞納しており、再三にわたる催告にもかかわらず、これを支

払わなかったため、市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び損害金の支払を求める
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ものです。 

ウ 訴訟遂行の方針 

(ｱ) 相手方が市営住宅を明け渡し、当該訴えに関する一切の債務を解消する旨の

申入れをし、かつ、それらの履行が見込まれる場合は、和解するもの 

(ｲ) 判決の結果、必要がある場合は、上訴するもの 

（建築住宅課） 

 

７ 和解及び損害賠償の額の決定について 

(1) 提案理由 

和解を成立させ、損害賠償の額を決定することについて、「地方自治法」第９６

条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

(2) 概要 

ア 事件の概要 

令和４年３月１７日付け市有財産売買契約に基づき市が相手方に売却した塩

尻市大字広丘野村１５０３番７の土地において、契約時に確認できなかった埋設

物が売却後の造成工事中に発見され、その処分費用として３，０８０，０００円

を請求されたものです。 

イ 損害賠償の額   １，５４０，０００ 円 

ウ 和解の要旨 

(ｱ) 市は、相手方に対し、本件の解決金として損害賠償の額を支払う義務がある

ことを認め、令和５年１２月２９日限り、相手方代理人の口座に振り込む方法

により支払う。ただし、振込手数料は、市の負担とする。 

(ｲ) 相手方は、市に対するその余の請求を放棄する。 

(ｳ) 市及び相手方は、市と相手方との間には、本件に関し本和解条項に定めるも

ののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

（公共施設マネジメント課） 

 

 

８ 市道路線の廃止及び認定について 

市道路線の廃止及び認定について、「道路法」第８条第２項及び第１０条第３項

の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（建設課） 

 

 

【決算案件】 

 

令和４年度塩尻市宗賀財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

（宗賀支所） 
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【予算案件】 

 

１ 令和５年度塩尻市一般会計補正予算（第９号） 

２ 令和５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 令和５年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

（以上 財政課） 

４ 令和５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

（上水道課） 

５ 令和５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号） 

（下水道課） 

 

【報告案件】 

 

１ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る９月２６日に専決処分したので報告するもの

です。 

 (2) 概要 

ア 損害賠償の額   ３４，４０８ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事故発生年月日  令和５年８月３１日 

ウ 事故発生場所   塩尻市大字広丘郷原 

市道南熊井郷原線 

エ 事 故 の 状 況    

市道南熊井郷原線の草刈りをした際、草刈機が跳ね上げた小石が、当該市道で

信号のため停止していた相手方自動車の右側後部ガラスを破損させてしまった

ものです。 

（建設課） 

 

２ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る１１月１日に専決処分したので報告するも

のです。 

 (2) 概要 

ア 損害賠償の額   ７０，１８２ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事故発生年月日  令和５年９月１６日 
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ウ 事故発生場所   塩尻市大字広丘高出 

塩尻市営野球場駐車場 

エ 事 故 の 状 況    

塩尻市営野球場駐車場に駐車中の自動車に、桜の枝が折れて落下し、当該自動

車のボンネット等を破損したものです。 

（社会教育スポーツ課） 

 


